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はじめに 

 

歯と口腔の機能は、食べることや話すことなどと深く関連して

おり、日常生活を送る上で欠くことができない大変重要な役割を

担っています。近年、歯と口腔の健康を維持することは、全身の

健康にもつながることが明らかになっており、健康寿命の延伸を図る上でも、歯と口腔を健

やかに保つことが大きな課題となっています。 

本県では、これまで、県の健康増進計画である「いしかわ健康フロンティア戦略」に基づ

き、う蝕予防や歯周病予防など、県民の皆様の歯と口腔の健康づくりに取り組んできました。 

こうした中、平成 23 年 8 月に、口腔の健康の保持を推進するため、「歯科口腔保健の推

進に関する法律」が公布され、平成 26 年 6 月には、法の趣旨を踏まえ、県が行う基本的

施策等を定めた「石川県歯と口腔の健康づくり推進条例」が制定されました。これらに基づ

いて、平成 28 年 3 月に「いしかわ歯と口腔の健康づくり推進計画」を策定し、歯と口腔

の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ってきたところです。 

これまでの取組により、子どものむし歯が減少するなどの成果が認められましたが、働く

世代の歯周病が増加するなど、新たな課題が明らかになっています。こうした課題を踏まえ

た上で、一層の施策の推進を図るため、いしかわ健康フロンティア戦略等の見直しに合わせ、

この度、「第 2 次いしかわ歯と口腔の健康づくり推進計画」を策定いたしました。 

この第 2 次推進計画では、生涯を通じた切れ目のない施策の展開を目指すため、国の「歯

科口腔保健の推進に関する基本的事項」を参考に、新たな目標等を設定し、今後 6 年間の

歯と口腔の健康づくりに関する施策の方向性を示しています。 

引き続き、関係機関や市町等と連携し、目標達成に努めてまいりたいと考えておりますの

で、県民の皆様には、これまで以上にご協力を賜りますようようお願いいたします。 

終わりに、本計画の策定に熱心なご討議をいただきました、いしかわ歯と口腔の健康づく

り推進会議委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました皆様に心より感謝を申し上

げます。 

 

平成 30 年 4 月 

                 石川県知事 谷本 正憲 
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第 1 章 計画の考え方 

 

1 計画策定の趣旨 

本県では、これまで県民の歯と口腔の健康づくりのため、県の健康増進計画である「い

しかわ健康フロンティア戦略」（以下、「フロンティア戦略」という。）において、う蝕（む

し歯）や歯周病の予防についての目標を掲げ、歯と口腔の健康づくりに取り組んできました。 

こうした中、平成 26 年 6 月に「石川県歯と口腔の健康づくり推進条例」（平成 26 年石

川県条例第 58 号）（以下、「推進条例」という。）が制定され、推進条例第 11 条に基づき、

平成 28 年 3 月に「いしかわ歯と口腔の健康づくり推進計画」（以下、「推進計画」という。）

を策定し、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進してきました。 

この「第 2 次いしかわ歯と口腔の健康づくり推進計画」は、これまでの取組を評価し、

新たな課題について整理したうえ、県民の歯と口腔の健康づくりをさらに推進するために策

定するものです。 

 

2 計画の位置づけ 

本推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年 8 月 10 日法律第 95 号）

第 13 条、及び推進条例第 11 条に基づく歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画です。

国が定めた「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」（平成 24 年 7 月厚生労働省告示）

について勘案するとともに、「フロンティア戦略 2018」及び「第 7 次石川県医療計画」な

どとの調和を図りながら、歯科口腔保健の推進に関する目標を達成するために、必要な施策

の方向性を示しています。 

 

 

  

 
 

（3）要介護者 ３４ 

（4）基礎疾患を有する人（医科歯科連携） ３９ 
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